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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも時刻に関する衛星情報を受信する受信手段と、
該受信手段で受信した情報を処理する処理手段と、
時刻を計時する計時手段と、
前記処理手段の復調信号を元に時刻情報を生成し、前記計時手段に設定する時刻情報生成
手段と、
各種データを記憶する不揮発性記憶手段と、
各種制御を実施する制御手段と、
を有するＧＰＳ受信時計において、
前記制御手段は、前記ＧＰＳ受信時計の受信手段の受信可能状態と受信不可能状態とを判
別し、
第１の所定条件により、受信不可能状態に移行し、
第２の所定条件により、受信不可能状態から受信可能状態へ復帰し、
受信不可能状態への移行後に、うるう秒情報を前記不揮発性記憶手段に記憶し、
受信不可能状態から受信可能状態への復帰時に、うるう秒情報を前記不揮発性記憶手段か
ら読み出す
ことを特徴とするＧＰＳ受信時計。
【請求項２】
前記制御手段は、
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受信不可能状態から受信可能状態への復帰後の最初の受信時にうるう秒情報を取得せず、
前記不揮発性記憶手段から読み出したうるう秒情報を使用して時刻情報を生成するように
制御する
ことを特徴とする請求項１に記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項３】
電源を供給する電源部を有し、
前記第１、第２の所定条件は該電源部の電源電圧が所定値に達したことである
ことを特徴とする請求項１ないし２のいずれか１つに記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項４】
前記制御手段は、受信不可能状態から受信可能状態への復帰後の最初の受信時に、
さらに、第３の所定条件を満たした場合にうるう秒情報を受信し、
うるう秒情報取得に成功した場合に、取得したうるう秒情報により時刻情報を生成するよ
うに制御する
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項５】
前記第３の所定条件は該電源部の電源電圧が所定値に達したことであり、
前記第３の所定条件に対応する電源電圧の絶対値は、前記第２の所定条件に対応する電圧
の絶対値より高いことを特徴とする請求項４に記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項６】
前記電源部が、充電可能な蓄電手段と、該蓄電手段に充電する発電手段を有し、
前記第１、第２の所定条件は該発電手段の発電状態を示す値である
ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項７】
前記第１、第２の所定条件は前記発電手段の発電電圧であり、
前記第２の所定条件に対応する電圧の絶対値は、
前記第１の所定条件に対応する電圧の絶対値より高いか同一である
ことを特徴とする請求項６に記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項８】
前記第２の所定条件以上の発電電圧の検出により受信可能状態への復帰した場合の最初の
受信時は、時刻情報のみ取得する
ことを特徴とする請求項６ないし７のいずれか１つに記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項９】
うるう秒情報として、現在のうるう秒、うるう秒の更新週、うるう秒の更新日、更新後の
うるう秒を記憶し、
受信時に週番号を受信し、
週番号の受信に成功した場合に受信した週番号から得られた更新タイミングと、
記憶していたうるう秒情報の更新タイミングを比較し、
更新タイミング前ならば現在のうるう秒にて、
更新タイミング後ならば更新後のうるう秒にて、時刻情報を生成する
ことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１つに記載のＧＰＳ受信時計。
【請求項１０】
生産時に、前記不揮発性記憶手段にうるう秒のデフォルトデータが記憶され、
使用開始から最初のうるう秒受信成功までは、該デフォルトデータを使用して時刻情報が
作成される
ことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１つに記載のＧＰＳ受信時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＧＰＳ受信時計に係り、特に不定期に更新されるうるう秒情報を保持するＧＰ
Ｓ受信装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　ＧＰＳは衛星３２基を使い、全世界どこでも現在位置及び時刻が得られる情報源として
、ナビゲーションシステムや時計等に利用されている。ＧＰＳ衛星にはそれぞれ原子時計
が搭載されており、極めて精度の高い時刻情報を提供している。ＧＰＳの時刻情報は、Ｔ
ＯＷ（ＴＩＭＥ　ＯＦ　ＷＥＥＫ）、週番号、及びうるう秒情報等からなり、これらを演
算して正確な時間を得ることが可能である。一方、ＧＰＳ受信機は近年、小型化、省電力
化が進み、腕時計型ＧＰＳ受信時計も実用性の高いサイズにまで小型化が進んでいる状況
である。
【０００３】
　使用者に時刻情報を正確に提供するには、うるう秒情報は欠かすことの出来ない情報で
あるが、ＴＯＷが６秒周期、週番号が３０秒周期で送信されるのに対し、うるう秒情報は
１２．５分周期であるため、うるう秒情報を得るのに最長１２．５分かかってしまう。省
電力化が進んでいるとは言え、電池駆動の場合は１２分超の連続受信は早期に電圧低下と
なってしまう。その回避としてうるう秒情報の送信タイミングに合わせて受信を開始する
技術が開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１４５２８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　腕時計においては、電池駆動の宿命から電源の容量が限られており、使用し続けること
によって電池容量が減少し、腕時計を継続使用できない状態となる。
　１次電池の場合は電池容量の枯渇により機器が停止する。機器によっては、電池容量を
（電圧測定などにより）事前に予測し、停止させるものもある。
　ソーラーセル（太陽電池）などの発電源と２次電池からなる充電系電源を使用した場合
も、電池容量を（電圧測定などにより）事前に予測し、停止させるのが普通である。
　このような停止状態では、時刻データを含む腕時計に蓄えられたデータは消失してしま
う。これは、腕時計型ＧＰＳ受信時計に当てはめた場合も同様である。
【０００６】
　上記停止状態から、腕時計を再使用する場合、１次電池なら電池交換、充電系電源なら
再充電により電源容量を回復させ、腕時計を使用可能な状態に復帰させる。
　しかしながら、上述の如く、復帰時点では時刻データは失われているので、何らかの形
で時刻データを再設定する必要がある。腕時計型ＧＰＳ受信時計の場合は、ＧＰＳ情報を
受信することで時刻を設定することが可能である。
　しかし、この場合でも以下のような問題を有している。
【０００７】
（１）ＧＰＳ情報から正確な時刻情報を得るためには、うるう秒情報を含めた時刻情報を
受信しなければならない。ＧＰＳ情報のフォーマットが、ＴＯＷとうるう秒を合わせて初
めて意味を成す時刻情報となる構成となっているからである。
　ところが、特許文献１記載の技術を用いても、うるう秒を含めた正確な時間を提供でき
るまで最長で１２．５分かかってしまう。
　そのため受信時間が長くなってしまうため、消費電流が大きく、充電系電源を使用した
場合、電源容量は急速に低下し、再び停止してしまう可能性がある。
　また、受信時間が長く時計が動作を開始しないので、ユーザーに不信感を与えてしまう
。
【０００８】
（２）うるう秒情報は６月末日および１２月末日の年２回のタイミングに、うるう秒調整
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があるときだけ更新される変更頻度の低い情報であり、受信頻度も極めて低くてよい情報
である。しかし、停止からの復帰後は、当然カレンダー情報も無い為、必ず受信する必要
が有り、結果的に（１）で説明したうるう秒の受信を行う必要がある。
【０００９】
　本発明は、受信不可能状態から受信可能状態に移行するとき、長時間受信状態にしなく
ても、正確な時間もしくは正確な時間に極めて近い時間をすぐに得ることができるＧＰＳ
時計を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のＧＰＳ受信時計は、少なくとも時刻に関する衛星情報を受信する受信手段１と
、該受信手段で受信した情報を処理する処理手段２と、時刻を計時する計時手段３と、前
記処理手段の復調信号を元に時刻情報を生成し、前記計時手段に設定する時刻情報生成手
段（６）と、各種データを記憶する不揮発性記憶手段９と、各種制御を実施する制御手段
６とを有し、前記制御手段は、前記ＧＰＳ受信時計の受信可能状態と受信不可能状態とを
判別し、第１の所定条件により、受信不可能状態に移行し、第２の所定条件により、受信
不可能状態から受信可能状態へ復帰し、受信不可能状態への移行時に、うるう秒情報を前
記不揮発性記憶手段に記憶し、受信不可能状態から受信可能状態への復帰時に、うるう秒
情報を前記不揮発性記憶手段から読み出すことを特徴とする。
【００１１】
　本発明では、受信可能状態中に得られた最新のうるう秒情報を不揮発性記憶手段に記憶
しておくことで、受信不可能状態から受信可能状態に復帰した際に、うるう秒を加味した
時刻を提供することができる。
【００１２】
　本発明において、前記制御手段は、受信不可能状態から受信可能状態への復帰後の最初
の受信時にうるう秒情報を取得せず、前記不揮発性記憶手段から読み出したうるう秒情報
を使用して時刻情報を生成するように制御することを特徴とする。
【００１３】
　本発明では、受信不可能状態から受信可能状態への復帰の際に、１２．５分毎に送信さ
れるうるう秒情報以外の時刻（ＴＯＷ）・カレンダ情報（週番号）を受信し、うるう秒は
不揮発性記憶手段に記憶された情報を使うことで、受信可能状態移行後において短時間の
うちに正確な時刻・カレンダを提供することができる。
【００１４】
　本発明において、前記制御手段は受信不可能状態から受信可能状態への復帰後の最初の
受信時に、さらに、第３の所定条件を満たした場合にうるう秒情報を受信し、うるう秒情
報取得に成功した場合に、取得したうるう秒情報により時刻情報を生成するように制御す
ることを特徴とする。
【００１５】
　本発明では、充分な電源電圧がある場合にうるう秒情報を受信することで、動作禁止期
間が長期間に渡って継続されたような場合に、記憶していたうるう秒情報が最新情報と違
っている状況においても正確な時刻を提供することができる。
【００１６】
　本発明において、電源を供給する電源部を有し、前記第１、第２、第３の所定条件は該
電源部の電源電圧が所定値に達したことであることを特徴とする。
 
【００１７】
　本発明では、前記第１、第２、第３の所定条件としてそれぞれ第１の電圧（Ｖ１）、第
２の電圧（Ｖ２）、第３の電圧（Ｖ３）であり、Ｖ１＜Ｖ２＜Ｖ３の関係である場合、受
信不可能状態に移行する電圧Ｖ１より高い電圧Ｖ２で受信可能状態に移行することで、受
信可能状態復帰直後にすぐに電圧Ｖ１以下とならないよう配慮している。またうるう秒情
報を受信する電圧は、電圧Ｖ２よりさらに高い電圧Ｖ３以上とすることで最大１２．５分
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の受信を要するうるう秒情報の受信中に電圧Ｖ１以下となって受信不可能状態に移行し、
ＧＰＳ受信時計が再び使用できない状態とならないようにしている。
【００１８】
　本発明において、前記電源部が充電可能な蓄電手段と該蓄電手段に充電する発電手段を
有し、前記第１、第２の所定条件は該発電手段の発電状態を示す値であることを特徴とす
る。
【００１９】
　本発明では、例えば発電手段が太陽電池で、第１の所定条件として低発電状態が数日継
続している状態、第２の所定条件として第１の所定条件より高い発電状態である場合、第
１の所定条件では暗所に保管されている可能性が高いと判断し受信禁止状態に移行し、そ
の後第２の所定条件となると受信禁止状態を解除する。このような構成とすることで暗所
保管、つまり屋内など衛星が見えない場所で受信ができない環境では受信を禁止すること
で無駄な消費電力を抑える効果が得られる。
【００２０】
　本発明において、前記第１、第２の所定条件は前記発電手段の発電電圧であり、前記第
３２の所定条件に対応する電圧の絶対値は、前記第１の所定条件に対応する電圧の絶対値
より高いか同一であることを特徴とする。
【００２１】
　本発明では、例えば発電手段が太陽電池で、第１の所定条件として低発電状態での電圧
（Ｖ４）、第２の所定条件として第１の所定条件より高い発電状態での電圧(Ｖ５)でＶ４
≦Ｖ５の関係である場合、発電電圧がＶ４以下となると受信禁止状態に移行し、その後発
電電圧がＶ５となると受信禁止状態を解除する。これにより、復帰条件にヒステリシスを
設け、復帰動作を確実にすることが出来る。
【００２２】
　本発明において、前記第２の所定条件以上の発電電圧の検出により受信可能状態への復
帰した場合の最初の受信時は、時刻情報のみ取得することを特徴とする。
【００２３】
　完全に時計を停止する停止状態と比較し、節電（パワーセーブ）状態では計時は継続す
るので、計時時刻の狂いは大きくない。
　本発明では、このことを利用し、受信対象をＴＯＷのみとすることで、長期の非発電状
態継続により電圧低下（停止となる電圧よりは高い）となっていても、長時間受信する状
態にならないことから停止状態にならず、受信禁止状態解除後も通常使用を提供すること
ができる。
【００２４】
　本発明において、うるう秒情報として、現在のうるう秒、うるう秒の更新週、うるう秒
の更新日、更新後のうるう秒を記憶し、受信時に週番号を受信し、週番号の受信に成功し
た場合に受信した週番号から得られた更新タイミングと、記憶していたうるう秒情報の更
新タイミングを比較し、更新タイミング前ならば現在のうるう秒にて、更新タイミング後
ならば更新後のうるう秒にて、時刻情報を生成することを特徴とする。
【００２５】
　本発明では、受信不可能状態から受信可能状態に移行したときにカレンダ情報を受信す
ることで、不揮発性記憶手段に記憶していたうるう秒情報の更新タイミングが過ぎたかど
うかを判断することができ、適切なタイミングでのうるう秒補正が可能となる。
【００２６】
　本発明において、生産時に、前記不揮発性記憶手段にうるう秒のデフォルトデータが記
憶され、使用開始から最初のうるう秒受信成功までは、該デフォルトデータを使用して時
刻情報が作成されることを特徴とする。
【００２７】
　本発明では、時計の組立が完了している在庫品に対して、保管中にうるう秒情報の更新
がある場合でも、最終出荷時にうるう秒情報を非接触通信手段等により更新し不揮発性記
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憶手段に記憶させることで、出荷時においてはいつでも最新のうるう秒情報となっている
ため、正確な時刻を提供することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、受信可能状態から受信不可能状態に移行するときは、うるう秒情報を
保持・記憶しておき、受信不可能状態から受信可能状態に移行するときは、保持・記憶し
ていたうるう秒情報を読み出すことで、受信可能状態移行後にうるう秒情報を得るために
長時間受信状態にしなくても、読み出したうるう秒情報をもとに正確な時間、もしくは正
確な時間に極めて近い時間をすぐに提供できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかるＧＰＳ受信時計のブロック図である。
【図２】本発明の第１の形態にかかるＧＰＳ受信時計の動作の内容を示すフローチャート
である。
【図３】本発明の第１の形態にかかるＧＰＳ受信時計の電圧低下動作の内容を示すフロー
チャートである。
【図４】本発明の第１の形態にかかるＧＰＳ受信時計の電圧復帰動作の内容を示すフロー
チャートである。
【図５】本発明の第１の形態及び第２の形態にかかるＧＰＳ受信時計の状態を示す状態遷
移図である。
【図６】本発明の第２の形態にかかるＧＰＳ受信時計の電圧復帰動作の内容を示すフロー
チャートである。
【図７】本発明の第４の形態にかかるＧＰＳ受信時計の、生産・出荷から最初の受信まで
の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第５の形態にかかるＧＰＳ受信時計の動作を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下に、添付図面を用いてこの発明にかかるＧＰＳ受信時計の好適な実施の形態を詳細
に説明する。
【００３１】
［第１の実施の形態：基本実施形態］
＜回路構成＞
まず、図１に基づいて本発明の一実施例としてのＧＰＳ受信時計１００の回路構成の概略
を説明する。図１は、本発明の第１の実施の形態にかかるＧＰＳ受信時計１００のブロッ
ク図である。
　１は、ＧＰＳ衛星から５０ｂｐｓで送信されるＧＰＳ信号を受信し、復調した結果を出
力するＧＰＳ受信手段である。２はＧＰＳ受信手段１の出力を受けてデータ処理を行うデ
ータ処理手段である。３は時刻の計時を行う計時手段、４は計時手段の出力に基づいて表
示を制御する表示駆動手段、５は時刻を表示する表示手段である。
【００３２】
　６はＧＰＳ受信手段１に対する受信開始命令の出力、データ処理手段２から得られる情
報の演算処理、計時手段３に対する時刻情報の出力、表示駆動手段４に対する駆動命令、
後述する電圧検出手段７への検出開始命令、不揮発性メモリ制御手段８に対する不揮発性
メモリアクセス命令、などＧＰＳ受信時計１００内の制御全般を行う制御手段である。
【００３３】
　７は電源部１２の電圧を検出する電圧検出手段、８は制御手段６の命令を受けて後述の
不揮発性メモリの消去、書込み、読み出しを行う不揮発性メモリ制御手段、９は各種デー
タを記憶する不揮発性メモリ、１０は制御手段など時計内動作の制御シーケンスを記憶す
るＲＯＭ（リードオンリーメモリ）、１１はＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、１２は
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ＧＰＳ受信時計に電源を供給する電源部である。
　なお、本発明の説明上関係のない回路構成、例えば発振器などは図示していないが、Ｇ
ＰＳ受信時計１００に必要な構成は含まれているものとする。
【００３４】
＜動作概要＞
　続いて、図１に基づいてＧＰＳ受信時計の概略動作を説明する。
　制御手段６は、スイッチ（図示しない）などの外部入力、もしくは計時手段３で計時さ
れるＧＰＳ受信時計内部時刻が所定時刻となると、ＧＰＳ受信手段１に受信開始の命令を
出力し、表示手段５に受信開始の表示となるよう（例えばデジタルで受信マークを点灯）
、表示駆動手段４に命令を出力する。
　ＧＰＳ受信手段１は受信状態となり、衛星の捕捉、位相同期など復調に必要な処理を行
う。復調された信号はデータ処理手段２に入力され、ＧＰＳ受信時計に必要な情報、本実
施例では時刻に関係するデータについて正確に受信できているかどうか判断し、受信でき
ていれば制御手段６にデータを出力する。
　制御手段６はデータ処理手段２から出力される時刻データをもとに年、月、日、時、分
、秒を算出し計時手段３に出力するとともに、ＧＰＳ受信手段１に受信終了命令を出力す
る。計時手段３の時刻情報を元に、表示駆動手段４は表示手段５に対し時刻情報の更新を
実施する。受信開始からある規定時間以内に衛星の補足が出来ない場合や外部入力により
受信中止となった場合は、制御手段は計時手段３への時刻更新は行わず、受信終了命令を
ＧＰＳ受信手段１に出力する。
【００３５】
　ＧＰＳ受信時計１００は、使用経過とともに電源部１２の電圧が低下していく。電圧低
下するとＧＰＳ受信時計１００は正常制御できなくなるため、制御手段６は、ある規定電
圧以下となると時計を停止する処理を実行する。
　図５は時計の動作状況を表す状態遷移図であり、電圧が低下すると動作可能状態２００
から動作禁止状態３００に移行する。以下に詳細動作について説明する。
【００３６】
　電圧検出手段７が電源部１２の電圧を検出し、ある規定電圧以下、例えば第１の所定電
圧以下となるとその情報を制御手段６に出力する。
　制御手段６は電圧低下の情報を受けて、表示駆動手段４に表示停止の命令を出力すると
ともに、不揮発性メモリ制御手段８に時計内部の情報を不揮発性メモリ９に記憶するよう
命令を出す。その命令により、不揮発性メモリ制御手段８は、うるう秒情報を始めとする
時計内部の必要情報を不揮発性メモリ９に記憶する。
　うるう秒情報以外では、ユーザが設定したアラーム、タイムゾーン、サマータイムなど
の情報、指針式表示時計の場合は停止している指針位置、などの情報が不揮発性メモリ９
に記憶される。時刻やカレンダーは、ＧＰＳ受信時計１００の停止中も時々刻々と変化し
記憶しても意味を成さないため、時刻情報やカレンダー情報は記憶しない。
　書込みが終了すると、ＧＰＳ受信時計１００は電圧が復帰するまで、動作禁止状態３０
０を継続し、受信手段１による受信動作や計時手段３による計時は行われない。動作禁止
状態３００は、受信不可能状態とも言える。
【００３７】
　停止後、電池交換もしくは充電式電源の場合は充電が行われ電圧が第２の所定電圧以上
に復帰すると、ＧＰＳ受信時計１００はパワーオンリセットがかかり、動作禁止状態３０
０を解除する。図５では、電圧が復帰し動作禁止状態３００から動作可能状態２００に移
行したときである。
　停止解除後、電圧検出手段７が電圧検出を行い、時計動作を再開できる電圧があると制
御手段６が判断すると、制御手段６は不揮発性メモリ９から記憶したデータの読み出し命
令を不揮発性メモリ制御手段８に対して出力する。読み出し後、受信を開始し、ＴＯＷ、
週番号、うるう秒情報などの受信を行う。動作可能状態２００は受信可能状態である。
　なお、第１の所定電圧と第２の所定電圧は同一でも異なっても良いが、異ならせる場合
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は、システムの安全性を考慮し、第２の所定電圧が第１の所定電圧より高く設定される。
【００３８】
＜基本受信動作＞
　続いて受信処理動作を図２のフローチャートに基づいて説明する。なお、ＧＰＳの送信
フォーマットについては特許文献１などに記載があり、よく知られたものであるので、こ
こでは省略する。
【００３９】
　外部スイッチによる手動受信、もしくはＧＰＳ受信時計内で計時している時刻がある規
定した時刻に達した場合、制御回路６は受信開始命令をＧＰＳ受信手段１に出力する。
　受信開始後、衛星の補足ができているかデータ処理手段２が判断し（ＳＴ１）、捕捉、
復調が出来ていると判断すると（ＳＴ１：Ｙ）、情報の取得を開始し（ＳＴ２）、捕捉が
出来ないと判断すると受信を終了する（ＳＴ１：Ｎ）。
【００４０】
　ＳＴ２にて情報の取得を開始すると、まず送信データとの同期を取るためＴＬＭ（ＴＥ
ＬＥＭＥＴＯＲＹ）情報の検出を行い、検出ができるとＴＯＷの抽出を行う。
時刻情報が抽出できると（ＳＴ２：Ｙ）、週番号情報の検出に移行する（ＳＴ３）。
ＴＬＭ情報が検出できない、またはＴＯＷがノイズなどにより時刻情報として抽出できな
い場合は（ＳＴ２：Ｎ）、受信を終了する。
【００４１】
　以下同様に、週番号情報が正常に抽出できた場合は（ＳＴ３：Ｙ）、うるう秒情報の取
得に移行し（ＳＴ４）、出来ない場合は（ＳＴ３：Ｙ）受信を終了する。
　うるう秒情報が正常に抽出できた場合（ＳＴ４：Ｙ）、制御手段６は表示時刻の算出を
行い（ＳＴ５）、受信した情報をＲＡＭ１０に保持し（ＳＴ６）、計時手段３に対して算
出時刻による更新を実施し、表示駆動手段４は表示手段５に更新時刻を表示させる。
うるう秒情報が抽出できなかった場合は（ＳＴ４：Ｎ）、受信を終了する。
【００４２】
　図２ではＴＯＷ、週番号（ＷＮ）、うるう秒情報（ＬＳ）が抽出できないと受信成功し
ない処理としているが、上記いずれかが受信できても受信成功終了するようにしても良い
。
　例えば、ＴＯＷのみ受信が成功した場合には、前回受信した週番号とうるう秒情報を用
いて表示時刻を更新するようにしても良い。
【００４３】
＜電圧低下時（停止）処理＞
　次に電圧低下時における処理について、図３のフローチャートに基づいて説明する。
　ＧＰＳ受信時計１００は規定電圧以下かどうかを定期的に検出し（ＳＴ１１）、規定電
圧（第１の所定電圧）以上ならば（ＳＴ１１：Ｎ）正常動作できる電圧と判断し、動作を
継続する。規定電圧（第１の所定電圧）以下となった場合は（ＳＴ１１：Ｙ）機能停止の
処理に移行し、制御手段６は、不揮発性メモリ９に受信したうるう秒情報を記憶させるた
めに、不揮発性メモリ制御手段８に不揮発性メモリ９の消去を実行させ、消去終了後うる
う秒情報の書込みを実行させる（ＳＴ１２）。
　書込みが終了すると、制御手段６は、表示駆動手段４に表示駆動停止命令を出力し、表
示手段５の表示を停止させ、さらに時計全体を停止状態にする（ＳＴ１３）。
　停止状態になると電圧が復帰するまではＧＰＳ受信時計１００は動作を再開しない。
【００４４】
＜電圧復帰時（復帰）処理＞
　続いて電圧復帰時における処理について、図４のフローチャートに基づいて説明する。
　停止状態中に、電池交換、または充電式電源の場合は充電が行われ、ＧＰＳ受信時計１
００の動作可能電圧（第２の所定電圧）まで電源部１２が回復した場合、パワーオンリセ
ットが実行されＧＰＳ受信時計１００は動作を開始する。
　このとき規定電圧（第２の所定電圧）以上かどうか判断するため、制御手段６は動作が
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充分可能な電圧かどうか電圧検出手段７に電圧検出の命令を出力する（ＳＴ２１）。規定
電圧以下であれば（ＳＴ２１：Ｎ）規定電圧以上となるまで電圧検出を続けるか、もしく
は、図示しないが、再度停止すべき電圧低下と判断されれば、そのまま停止状態に移行す
る。
【００４５】
　規定電圧（第２の所定電圧）以上ある場合（ＳＴ２１：Ｙ）、制御手段６は不揮発性メ
モリ制御手段８に対し、不揮発性メモリ９からうるう秒情報を読み出すよう命令を出し、
読み出されたうるう秒情報をＲＡＭ１１に格納する（ＳＴ２２）。
　手動受信開始動作、もしくは、電圧復帰時に自動で受信させる仕様の場合、制御手段６
は受信開始命令をＧＰＳ受信手段１に命令を出力し（ＳＴ２３）、データ処理手段２は受
信データの検出を開始する。
【００４６】
　まずＴＯＷが抽出できたかどうか判断し（ＳＴ２４）、抽出できなければ（ＳＴ２４：
Ｎ）受信を終了し、時刻及びカレンダーにデフォルトデータを設定して（ＳＴ３１）時計
の動作を開始する（ＳＴ３０）。このときデフォルトデータは、例えば２００９年１月１
日午前１２時００分００秒とする。
　抽出できた場合は（ＳＴ２４：Ｙ）、次に週番号の抽出を開始する（ＳＴ２５）。
　週番号の抽出が出来ない場合（ＳＴ２５：Ｎ）受信を終了しカレンダーはデフォルトデ
ータ（例えば、２００９年１月１日）に設定して（ＳＴ２７）、週番号の抽出ができた場
合は抽出した情報からカレンダーを算出する（ＳＴ２６）。続いて受信により取得したＴ
ＯＷと、不揮発性メモリ９から読み出たうるう秒情報から現在時刻を計算し（ＳＴ２８）
、受信した時刻情報を保持して（ＳＴ２９）、時刻情報のみ修正して計時手段３に出力し
、表示駆動手段４を介し表示手段５に修正時刻を表示させる（ＳＴ３０）。
【００４７】
＜第１実施例の効果＞
　以上説明したように本実施形態によれば、電圧が低下し停止した状態から規定電圧値以
上に復帰したときに少なくとも時刻については正確もしくは極めて正確な時間に近い時刻
を短時間で提供できる効果が得られる。
【００４８】
＜第１実施例の変形例＞
　本実施形態ではＴＯＷ、週番号を受信する例として記載してきた。
しかし、週番号を取得するには最大約３０秒必要であるため、復帰後の電源状態によって
は大きな負荷となる場合もあり、また、ユーザーが長く待たされていると感じる可能性も
ある。
　そこで、電源復帰後さらに短時間で正確な時刻を表示させたい場合には、週番号の受信
は行わず、ＴＯＷと記憶していたうるう秒情報を使用するのが望ましい。
　この場合、受信開始後、数秒で正確な時刻を表示することが可能である。
　なお、週番号受信の実施・不実施は次に示す実施例２と同様、電源電圧により制御して
も良い。
【００４９】
［第２の実施の形態：復帰時にうるう秒も受信］
　図６を用いて本発明にかかる第２の実施の形態を説明する。本実施例の形態では、第１
の実施の形態と同様に、ＧＰＳ受信時計１００を用い、第１の実施の形態と同様の構成の
説明を省略し、異なる部分を主として説明する。
【００５０】
　第２の実施の形態では、復帰後の最初の受信時にうるう秒を取得し、より正確な時刻情
報を得ることを想定した実施例である。
　図６のステップ番号は、図４のステップ番号と同一のものの処理については図６でも同
一であるため、説明を省略する。また電源部１２は充電系電源として説明する。
【００５１】
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　ＳＴ２８までは、図４と同じであるので説明は省略する。
　ＴＯＷ、週番号の抽出処理が終了し、記憶していたうるう秒情報を用いて時刻、カレン
ダーの算出が終了（ＳＴ２８）すると、再び電圧検出手段７による電源部１２の電圧検出
が実行される（ＳＴ４０）。ＳＴ４０の電圧検出の実行は以下の理由による。
【００５２】
　ＳＴ２１における停止状態からの復帰の場合は、ＴＯＷや週番号のみの短時間の受信実
行を想定した電池容量（第２の所定電圧）で復帰させている。これにより、必要以上の充
電が不要なため、ユーザは早期に時計の使用が可能となる。
　それに対し、上述の如く、うるう秒の受信には最長１２．５分の受信時間が必要とされ
るため電源部１２への負担も大きくなり、停止からの復帰許可レベルでは必ずしも十分で
はない可能性が高い。
　従って、ＳＴ４０では、ＳＴ２１での規定電圧より高い第３の所定電圧での判定が実施
される。規定電圧以下と判断された場合（ＳＴ４０：Ｎ）は、規定電圧以上となるまで待
機する。
　なお、所定時間以上待機しても規定電圧（第３の所定電圧）以下の場合は、ＳＴ２９に
移行する。
【００５３】
　規定電圧以上の電圧を検出した場合（ＳＴ４０：Ｙ）は、次に、うるう秒情報の抽出を
開始する（ＳＴ４２）。うるう秒の抽出が出来ない場合（ＳＴ４２：Ｎ）は受信を終了し
、ＳＴ２８で算出した時刻及びカレンダー（さらにＳＴ４０、ＳＴ４１、ＳＴ４２に要し
た経過時間も加算）を計時手段３に出力し、抽出したＴＯＷ、週番号をＲＡＭ１１に格納
し（ＳＴ２９）、表示駆動手段４を介し表示手段５に時刻、カレンダーを表示させ時計動
作を開始する（ＳＴ３０）。
【００５４】
　うるう秒の抽出が出来た場合（ＳＴ４２：Ｙ）、抽出したＴＯＷ、週番号、うるう秒情
報から表示時刻を計算し（ＳＴ４３）、抽出した情報をＲＡＭ１１に記憶し（ＳＴ２９）
、修正された時刻及びカレンダーを計時手段３に出力、表示駆動手段４を介し表示手段５
に時刻及びカレンダーを表示させ、時計動作を開始する（ＳＴ３０）。
【００５５】
＜第２実施例の効果＞
　本実施例に拠れば、復帰受信時において、電源電圧（＝電池容量）に余裕があればうる
う秒も受信するようにしたので、復帰時により正確な時刻の生成が可能となる。
　また、うるう秒情報受信の許可電源電圧（第３の所定電圧）を、ＴＯＷや週番号のみを
受信する場合の電圧（第２の所定電圧）より高く設定することで、ＴＯＷや週番号のみの
受信を許可する復帰を早期に実現できる。
【００５６】
＜第２実施例の変形例＞
　本実施例ではうるう秒受信可能な状態になるまで電圧検出を継続し、時計動作を行わな
いようになっているが、これに限らず、ＴＯＷ、週番号の抽出ができた時点で記憶してい
たうるう秒情報を使って時計動作を開始し、時計動作中にうるう秒受信に必要な電圧にな
った時点でうるう秒情報の受信を行うようにしても良い。
【００５７】
　　［第３の実施の形態：節電状態での挙動］
　　本発明に係る第３の実施の形態を、図面を用いて説明する。また第１の実施の形態と
同様の構成の説明を省略し、異なる部分を主として説明する。
　第３の実施形態は、発電手段による充電系電源を有し、発電の有無により、節電（パワ
ーセーブ）状態に移行するＧＰＳ受信時計における実施形態である。
【００５８】
　充電系電源の蓄電手段（２次電池）は１次電池に比べその容量が小さいものが多く、寿
命を延ばすためには節電機能が必要である。また、非発電状態はユーザーが使用していな



(11) JP 5374415 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

い場合が多く、そのような場合に通常と同じように動作させることは無駄も多い。
　そこで、所定期間以上非発電を連続的に検出した場合に、機能を制限する節電（パワー
セーブ）状態への移行機能は充電系電源には有用であり、ＧＰＳ受信時計においても同様
である。
　受信機能付電子時計では、節電（パワーセーブ）状態では、内部時計の計時は継続し、
時刻表示手段や受信手段を停止することで、節電を図ることが多い。
　ＧＰＳ受信時計においても同様の制御が有効である。
【００５９】
　外部入力（図示しない）による受信禁止命令、もしくは制御手段６が電源部１２を構成
する発電手段（図示しない）を定期的に検出してある期間以上非発電状態が続いた場合、
制御手段６はパワーセーブ機能を動作させる。
　パワーセーブ状態では、ＧＰＳ受信手段１に対する受信開始命令の出力禁止、表示駆動
手段４に対する表示手段５の停止（運針停止、ＬＣＤ表示消灯など）を実行する。また、
受信したうるう秒情報はＲＡＭ１１に保持しつつ、制御手段６は不揮発性メモリ制御手段
８に対し、不揮発性メモリ９にうるう秒情報などを記憶するよう命令を出力する。
　図５は動作状況を表しており、ある期間以上非発電（第１所定電圧以下の発電電圧）状
態のが続くと動作可能状態から動作禁止状態に移行する。
　なお、動作可能状態が受信可能状態、動作禁止状態（パワーセーブ）状態が受信不可能
状態であることは、第１実施形態と同じである。
【００６０】
　制御手段６は、パワーセーブ解除のための外部入力（図示しない）、もしくは発電手段
（図示しない）の発電（第２所定電圧以上の発電電圧）を検出すると、パワーセーブ機能
を解除する。パワーセーブ機能が解除されると、表示駆動手段４に表示復帰の命令を出力
し表示手段５を表示状態にさせる。さらに表示復帰前、復帰中もしくは復帰後いずれかの
タイミングに受信を行う。
　図５は動作状況を表しており、パワーセーブ解除のための外部入力、もしくは発電を検
出すると動作禁止状態３００から動作可能状態２００に移行する。
【００６１】
　パワーセーブ機能中も計時は継続しているため、精度にもよるがカレンダーのズレはな
く、時刻のみがずれている可能性が高い。また、パワーセーブ解除後はすぐにＧＰＳ受信
時計を使用したいときでもあるため、受信は短時間で終わることが望ましい。
　よってパワーセーブ解除後の受信はＴＯＷのみ受信することとし、週番号、うるう秒情
報は受信しない。具体的には、制御手段６はデータ処理手段２に対し、ＴＯＷのデータの
み抽出対象とするよう命令を出す。受信成功後、受信したＴＯＷと記憶していたうるう秒
情報から現在時刻を算出して、計時手段３の時刻情報を更新し、表示駆動手段４を介し表
示手段５に表示させる。
【００６２】
＜第３実施例の効果＞
　以上、説明したように本実施形態によれば、ＴＯＷのみ受信しうるう秒は記憶していた
うるう秒情報を使用することで、パワーセーブ解除直後でも正確な時刻もしくは極めて正
確な時間に近い時刻を提供できる効果が得られる。
【００６３】
　また、抽出対象をＴＯＷのみとすることで、長期のパワーセーブ継続により電圧低下（
停止となる電圧よりは高い）となっていても、長時間受信する状態にならないことから
　停止状態にならず、パワーセーブ解除後も通常の状態で使用できる効果が得られる。
【００６４】
＜第３実施例の変形例＞
　また、本実施形態ではＴＯＷのみ抽出としているが、これに限らず、停止している期間
が短期間であればＴＬＭのみ抽出して時刻修正したり、カレンダーがずれる可能性がある
程の長期間であれば１分未満で抽出可能な週番号まで受信するようにしても良い。
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【００６５】
　　［第４の実施の形態；生産時におけるうるう秒のデフォルトデータ書き込み］
　以上３つの実施形態においては、受信不可能状態への移行時にうるう秒情報を不揮発性
メモリに書き込む実施例を記載してきた。
　ところで、出荷後の在庫状態や店頭での陳列時はＧＰＳ電波の受信環境は必ずしも良く
ない場合が多い。このような場合、比較的受信時間の短いＴＯＷや週番号はまだしも受信
時間の長いうるう秒情報を取得することは必ずしも好ましくない。
　しかしながら、時刻情報はＴＯＷにうるう秒の情報を加算しないと正確な情報となり得
ない。
　そこで、ＧＰＳ受信時計１００では出荷時にうるう秒情報のデフォルトデータを不揮発
性メモリ９に書き込んでおき、うるう秒受信に成功するまではこのデフォルトデータを使
用して時刻情報を作成し、表示することが好ましい。
　これにより、比較的精度の高い時刻情報を出荷直後から提供することが可能となる。
【００６６】
　このデフォルトデータの書き込みは、ＧＰＳ受信時計１００の生産時に時計外部から検
査・調整用の端子などを使用して書き込まれる。書き込み方法は接触式でも良いが、非接
触方式の方が、完成時計状態での書き込みも行えて便利である。
　非接触書き込み方式は各種存在するが、例えば、表示駆動手段４としてステップモータ
を使用している場合、このモータを介しての通信を用いると部品の追加が無いので、より
好ましい。
【００６７】
　図７のフローチャートを用いて、生産・出荷から最初の受信までの概略を説明する。
　図７は、本発明の第４の形態にかかるＧＰＳ受信時計の、生産・出荷から最初の受信ま
での動作を示すフローチャートである。
　時計完成（ＳＴ１００）後、例えばモータコイルを用いての非接触通信により、うるう
秒情報のデフォルトデータを不揮発性メモリ９に書き込む（ＳＴ１０１）。デフォルトデ
ータとしては、生産時における最新のうるう秒情報が書き込まれる。
【００６８】
　完成時計を起動するためのシステムリセット（ＳＴ１０２）後、不揮発性メモリ９のう
るう秒（ＬＳ）が読み出され、ＲＡＭ１１に書き込まれる（ＳＴ１０３）。
　その後ＴＯＷと週番号のみの受信が行われる（ＳＴ１０４）。うるう秒を受信しないの
は、出荷時の工程を短縮することも考慮してのことでもある。
　受信失敗したら（ＳＴ１０５：Ｎ）、デフォルトの時刻・カレンダー情報が書き込まれ
る（ＳＴ１０７）。
　受信成功したら（ＳＴ１０５：Ｙ）、受信した時刻情報にデフォルトのうるう秒情報を
加えた時間を作成し表示する。
【００６９】
　その後、ＧＰＳ受信時計は、実使用状態にてうるう秒の受信を行う。うるう秒の受信の
受信に成功したら、デフォルトデータに代わって受信したうるう秒情報を時計内（例えば
、ＲＡＭ１１）に記憶する。以降は、受信したうるう秒情報により時刻情報データが作成
される。また、受信不可能状態への移行時も、受信したうるう秒情報が不揮発性メモリ９
に記憶される。
【００７０】
＜第４実施例の効果＞
　以上説明したように、出荷時にうるう秒情報のデフォルトデータを不揮発性メモリ９に
書き込むことで、在庫時や店頭陳列時などの受信が困難な環境においても、正確な時刻情
報の作成・表示が可能となる。
【００７１】
　　［第５の実施の形態：うるう秒更新週記憶の場合］
　第５の実施の形態は、第１～第４の実施形態において、記憶しているうるう秒情報によ
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りその補正方法を変更する実施形態である。
　ＧＰＳ送信信号のうるう秒情報には、現在のうるう秒、うるう秒の更新週、うるう秒の
更新日、更新後のうるう秒が含まれている。
　停止時や生産時に記憶するうるう秒情報としては、上記４種類の情報の一部でも全てで
もよいのであるが、本実施例では全てを記憶しているものとする。
【００７２】
　図８に示すフローチャートにより動作を説明する。
　まず、電圧復帰時の受信で週番号の受信に成功しているかどうかを判断し（ＳＴ２００
）、失敗していたなら（ＳＴ２００：Ｎ）うるう秒の更新時期が判断できないので、電圧
低下時に記憶していた現在のうるう秒を使用し、時刻を生成する（ＳＴ２０４）。
【００７３】
　週番号の受信に成功していたなら（ＳＴ２００：Ｙ）記憶している更新週ならびに更新
日と比較する（ＳＴ２０１）。更新タイミングを過ぎている場合は（ＳＴ２０２：Ｙ）、
更新後のうるう秒を用いて時刻を生成し（ＳＴ２０３）、更新タイミング前ならば現在の
うるう秒を使用し、時刻を生成する（ＳＴ２０４）。
　このような構成にすることで、記憶していた現在のうるう秒よりも正確な時刻を提供で
きる。
【００７４】
［その他の変形例］
　以上、第１から第４の実施の形態について述べてきたが、それぞれの実施の形態に対し
以下のような変形例をとっても構わない。
【００７５】
（１）本実施例ではＴＯＷ、週番号、うるう秒情報を抽出対象としてるが、これら以外に
、受信データの信頼性確保のためにサブルレームＩＤ、パリティなども抽出対象としても
よく、逆に抽出対象を減らしても良い。　
【００７６】
（２）第５の実施形態では、現在のうるう秒、うるう秒の更新週、うるう秒の更新日、更
新後のうるう秒の全てのうるう秒情報を記憶したが、第５の実施形態を採用しないのなら
ば、一部のうるう秒情報のみを記憶するようにしても良い。
　これにより、不揮発性メモリ９の容量を削減することが可能となる。
【００７７】
（３）また、本実施例では表示の詳細には触れていないが、表示は指針式、ＬＣＤ、ＬＥ
Ｄなど表示を構成できる手段のいずれか、または複数の組み合わせでも構わない。
【００７８】
（４）また、本発明の構成はランダムロジックでもＣＰＵを有するマイクロプロセッサで
も良く、またその両方を組み合わせた構成でも良い。
【００７９】
（５）また、本実施例では不揮発性メモリ９に書き込む情報をうるう秒情報としているが
、これに限らず、受信により得られる測位情報や、タイムゾーン設定、アラーム時刻、サ
マータイム設定など時計に関する情報を記憶しても構わない。特にタイムゾーンは、時計
停止時および電圧復帰時に同じゾーンにいる場合は、再度ゾーン設定する必要がないため
有効である。
【００８０】
（６）また、本実施例では動作可能状態から動作禁止状態に移行する電圧、及び動作禁止
状態から動作可能状態に移行する電圧を同一としているがこれに限らず、異なる電圧とし
ても構わない。
【００８１】
（７）また本実施例では電圧により動作可能状態と動作禁止状態の２状態としているがこ
れに限らず、動作可能状態の中でもさらに電圧により状態を二分し動作可能状態と動作禁
止状態の中間状態を作り、機能制限するが時計動作をさせるなどの状態があってもよい。
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【００８２】
（８）また、電源部１２としては１次電池でも２次電池でも良く、さらに２次電池の場合
の発電手段としては太陽電池、自動巻き、熱発電、またはこれら以外のいずれかまたは複
数の組み合わせでも構わない。
【００８３】
（９）また、本実施例では受信動作後、時計動作を開始しているがこれに限らず、時計動
作を開始後にＴＯＷ、週番号、うるう秒情報などを順次受信して更新するようにすれば、
ユーザは電圧復帰後から時刻表示までの間待たされるストレスも無い。
【符号の説明】
【００８４】
　１　ＧＰＳ受信手段
　６　制御手段
　７　電圧検出手段
　８　不揮発性メモリ制御手段
　９　不揮発性メモリ
　１２　電源部

【図１】 【図２】
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